
このパンフレットは平成１８年８月７日

現在のものであり、随時更新します。

最新の内容については、農林水産省

ホーム・ページ／担い手と集落営農

（http://www.maff.go.jp/ninaite/）を御確
認下さい。
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は じ め に

我が国の農業は、農業者の数が急速に減り、また農村では都会以上の

スピードで高齢化が進んでいます。

一方、国外に目を向けると、ＷＴＯ（世界貿易機関）の農業交渉では、

国際ルールの強化などの交渉が行われています。

このような状況のなかで、今後の日本の農業を背負って立つことがで

きるような、意欲と能力のある担い手が中心となる農業構造を確立する

ことが“待ったなし”の課題となっています。

そこで、これまでのような全ての農業者の方を一律的に対象として、

個々の品目ごとに講じてきた施策を見直し、１９年産からは、意欲と能

力のある担い手に対象を限定し、その経営の安定を図る施策（品目横断

的経営安定対策）に転換することとしています。

なお、この品目横断的経営安定対策は、全ての農産物を対象とするも

のではありません。担い手を中心とする農業構造の改革が遅れている、

複数の作物を組み合わせた営農が行われている、諸外国との生産条件の

格差があるといった観点から、土地利用型農業の米、麦、大豆、てん菜、

でん粉原料用ばれいしょを対象としています。

それ以外の野菜、果樹、畜産など部門専業的な営農類型については、

引き続き、品目ごとの事情や課題に即して、品目別の対策を実施するこ

ととしています。
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移 行

生産に影響を与えない施策

国際ルールでの
削減対象外

移行後

麦 大豆

販売収入
販売収入

過去の生産実績
に基づく支払

販売収入
販売収入

国際ルールでの
削減対象

生産に影響を与える施策

現 行

麦 大豆

大 豆

交付金

麦作経営

安定資金

2

国際ルールは厳しくなります！国際ルールは厳しくなります！

国 民 が 直 接 負 担

負担を行う国民の理解を得るには

対象を担い手に限定する必要

認定農業者認定農業者
一定の条件を備えた一定の条件を備えた
集集 落落 営営 農農 組組 織織

＜個別経営、法人経営＞ ＜任意組織＞
（法人化された集落営農を含む）



「担い手育成確保方針マップ」を作成するなどして、地域ごとの担い手育成・確保の方
向性について、関係者間で共通認識を図りましょう。

地域における担い手の明確化が重要です地域における担い手の明確化が重要です

○ まず、それぞれの集落や地域において、どのようなタイプの担い手（認定農業

者、集落営農組織）を、どのようにして育成していくのか、その方向性を明確にす
る必要があります。
○ その際、集落営農の組織化に当たっては、これまで規模拡大を図ってきた認

定農業者等の規模拡大努力を阻害すること（いわゆる「貸しはがし」）のないよう、
地域の関係者間で十分に話し合いを行うことが重要です。

集落営農タイプ
認定農業者＋集落営農
タイプ

Ａ集落

Ｄ集落

Ｅ集落

Ｆ集落 Ｇ集落

１

４

５

６

○○地域 担い手育成・確保方針マップ（イメージ）

集落名 戸数 田畑面積 番号 規模要件(ha) 担い手育成・確保の方向（戦略） 担い手氏名・組織名

Ａ集落
(中山間)

３０戸 ２０ｈａ ① 3.2 | 16 集落営農タイプ ○○生産組合

Ｂ集落
（中山間）

２４戸 １５ｈａ ② 2.6 | 12
認定農業者タイプ

＜ビジョンの担い手を認定農業者へ誘導＞
○○○○

Ｃ集落 ２６戸 ３０ｈａ ③ 基本
認定農業者タイプ

＜基幹３作業受託面積を拡大＞
○○○○

Ｄ集落 ４０戸 ６０ｈａ ④ 基本
認定農業者＋集落営農タイプ

＜両者間の土地利用調整を実施＞
○○○○、○○組合

Ｅ集落 １７戸 １２ｈａ ⑤ 2.6 | 12.8 方針検討中

Ｆ集落 １６戸 １０ｈａ 2.6 | 12.8

Ｇ集落 １３戸 ９ｈａ 2.6 | 12.8

集落営農タイプ
＜２集落をあわせて育成＞

○○集団⑥

２ Ｂ集落

Ｃ集落

３

認定農業者タイプ

3



市町村へ申請

認 定

認定農業者

認定農業者になるには

4

○ 認定農業者制度は、経営改善に取り組む意欲のある農業者が、「農
業経営のスペシャリスト」を目指すための“農業経営改善計画”を作成
し、市町村が認定するものです。

○ 性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができ
ます。

○ 集落営農についても、法人化すれば認定農業者になることができます。

経営改善を図ろうとする方

国、都道府県、市町村等

から様々な支援が受けられ

ます！（Ｐ．６）

次の事項について、５年後の目標とその達成の
ための取組内容を記載します。
① 経営規模の拡大（もっと経営規模を大きくしたい）

② 生産方式の合理化（農業生産のムダを省きたい）

③ 経営管理の合理化（コスト管理をしっかりしたい）

④ 農業従事の態様の改善（労働時間を少なくしたい）

農業経営改善計画の作成

農業経営改善計画の書き方、経

営内容の分析など、市町村、農協、

普及センター、担い手協議会等が

サポートします！

今すぐお住まいの市町村、都道府県の
担い手協議会等にご相談下さい

市町村基本構想に適しているか

農用地の効率的・総合的な利用
に配慮しているか
（生産調整に取り組むことが必要で
す。）

達成できる計画か

認定基準



5

参 考

認 定

目

標

目
標
達
成
の
た
め
の
手
段

○経営規模の拡大

条件の良い農地を農業委員会から斡旋してもらう。

○ 生産方式の合理化

側条施肥にするとともに、緩効性肥料の使用により追肥を１回減らす。

○経営管理の合理化

担い手協議会主催の農業簿記講習会に出席し、複式簿記と簡易経営

分析を習得する。

○農業従事の態様の改善

家族経営協定の締結により、休日を明確にする。

農林のぼるさんの農業経営改善計画

４００万円 ５５０万円

２，２００時間 １，８００時間

作目別 水稲 ２ｈａ ５ｈａ
大豆 ２ｈａ ３ｈａ
ダイコン ０．５ｈａ ０．８ｈａ
飼料作物 ０．５ｈａ １．２ｈａ
繁殖牛 ２頭 ６頭

経営耕地 所有地（田） ３ｈａ ４ｈａ
借入地（田） ２ｈａ ６ｈａ

作業受託 ２ｈａ ３ｈａ

機械・施設 トラクター ３０ｐｓ　１台 ５０ｐｓ　１台
牛舎 １０㎡　１棟 ６０㎡　１棟

簿記記帳していない 複式簿記の実施

特に決まった休みを
設けていない

休日制の導入

現　状 ５年後

経営規模の拡大

生産方式の合理化

経営管理の合理化

農業従事の態様の改善

労働時間

所　　得



認定農業者への支援策の例

農業近代化資金スーパーＬ資金資金名

１5年（うち据置期間７年）以内

スーパーＬ資金並み【100％】

25年（うち据置期間10年）以内償還期限

1.75～2.0％【100％】金利【融資率】

同左認定農業者貸付対象

資
金
の
融
通

○農業近代化資金、農業改良資金についても、認定農業者は金利や融資率の優遇があります。

※ただし、貸付限度額等の融資条件は「経営」を単位として設定されるので変わりません。

（例）認定農業者向け長期資金の例（金利は、平成18年7月20日現在）

○共同申請で認定農業者になった方の具体的な借入手続き等については、お近くの融資
機関に御相談ください。※

農
地

○農地を集めて農業経営の効率化を目指す認定農業者を支援しています。

例えば、農業委員会の行う農地のあっせん事業の対象者は、認定農業者を優先する
ことになっています。

○夫婦で共同申請により認定農業者になった場合は、農地のあっせん名簿に、両者を
登録することができます。

農
業
者
年
金

○保険料の国庫助成があります（生涯で最大２１６万円）。
（例）月額保険料が２万円の場合の国庫助成額

予
算
措
置
等

○ 農業生産基盤・機械施設整備、担い手経営安定対策（18年産までの措置、19年産
からは品目横断的経営安定対策に移行）、経営相談・指導・研修等において、認定農
業者に施策を重点化しています。また、19年産から導入する品目横断的経営安定対
策についても認定農業者等を対象とすることとされています。

○ 例えば、夫婦で共同申請により認定農業者になった場合は、認定農業者を対象とした
研修に夫婦ともに参加することができます。

○低利のスーパーＬ資金（農地取得も可能な長期資金）、スーパーＳ資金（運転資金）は、
認定農業者のみ借りられます。

３５歳以上３５歳未満

６０００円

６０００円

１００００円上記の者と家族経営協定を結んでいる配偶者等

１００００円認定農業者で青色申告者

０円０円通常加入

○支払った保険料は全額、社会保険料控除の対象となる税制面の特例が受けられます。
（例）月額保険料５万円の場合、年間１２万円の節税（税率２０％の場合）。

認定農業者のメリット
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■ 集落営農とは、

個別の営農だけでカバーできない場合、共同で営農を行うことをいいます。

■ 集落営農のメリット

○機械の共同利用でコストが下がります。
○意欲、体力、気力に応じて参加できます。
○農村社会もいきいきします。

■ 担い手たる集落営農

これからの地域の農業を担う集落営農は、将来的に効率的で安定した経営を
行うことができるよう、組織の運営や経理などの面がしっかりしていることが
必要です。

なぜ今集落営農なのかなぜ今集落営農なのか

迫られる「担い手なき集落」からの脱却！！
《深刻化する担い手不足の決定弾「集落営農」の勧め》

迫られる「担い手なき集落」からの脱却！！迫られる「担い手なき集落」からの脱却！！
《深刻化する担い手不足の決定弾「集落営農」の勧め》

あなたが愛する集落のためにできること！！
《自らの責任において選択、愛する集落の維持・発展》

あなたが愛する集落のためにできること！！あなたが愛する集落のためにできること！！
《自らの責任において選択、愛する集落の維持・発展》

■ 集落座談会による十分な話し合い

各々かかえる問題点の打開を図るため、集落営農に取り組む自らの問題とし
て、自らの責任において、十分に構成員間で話し合いが必要です。

■ 集落の再生は、今この時

新たな「食料・農業・農村基本計画」に集落営農組織が位置付けられたこと
から、今後の各種施策の動向を踏まえれば、これらの動きに遅れることなく対
応していくことが重要です。

7



集落営農と小規模個別経営の比較（水田作経営）

資料：農林水産省「平成16年組織経営の営農類型別経営統計」

・小規模な農家が集まって共同で営農を行うこ
とにより経費を大幅に削減することが可能！
・これにより所得が大幅アップ↑
・労働時間も大幅に減少↓

４３万円

８万円

  0 

  10 

  20 

  30 

  40 

  50 

  60 

○ 約１ｈａの水田作農家では、農家１戸当たり
・売上げから経費を引いた所得は 約８万円約８万円
・労働時間は ６３３時間６３３時間

○ これと同程度の規模の農家が集まった集落営農では、

・農家１戸当たりの所得は 約４３万円約４３万円

・農家１戸当たりの労働時間は １２１時間１２１時間

経営耕地面積 33.4ha
構成農家 31戸

農家１戸当たり
経営耕地面積 1.1ha
売上げ 104万円
経費 96万円
農業労働時間 633時間

集落営農小規模個別経営
20ha以上層0.5～1.0ha層

構成農家１戸当たり
平均経営耕地面積 1.1ha
売上げ 111万円
経費 68万円
農業労働時間 121時間

（万円）

１
戸
当
た
り
農
業
所
得

アップ！

☆☆ここがポイント！！ここがポイント！！
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意欲と能力のある担い手に限定

○ 経営者の創意

工夫の発揮と

ニーズに応え

た生産を促進

○ 経営者の創意

工夫の発揮と

ニーズに応え

た生産を促進

○ ＷＴＯ協定に

おける「緑の政

策」に転換し、

国際規律に耐

え得る政策体

系を確立

○ ＷＴＯ協定に

おける「緑の政

策」に転換し、

国際規律に耐

え得る政策体

系を確立

政策転換の効果

①諸外国との生産条件格差から生じる不利を
補正するための補てん

〈 生産条件不利補正対策 〉
・ 過去の生産実績に基づく支払
・ 毎年の生産量・品質に基づく支払

【対象品目】
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

②収入の減少の影響を緩和するための補てん
〈 収入減少影響緩和対策 〉

【対象品目】
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

支援の内容

品目横断的経営安定対策

１９年産から導入

9

品目横断的経営安定対策のポイント品目横断的経営安定対策のポイント

① 認定農業者 ： 4ha以上
（北海道は10ha以上）

② 集落営農組織 ： 20ha以上

支援の対象

条件が不利な中山間地域や複合経営等には、経営
規模の特例あり

○ 農業の構造改

革を加速化

これにより国際

競争力も強化

○ 農業の構造改

革を加速化

これにより国際

競争力も強化

○ 意欲と能力があると市町村が認定した農家・法

人（認定農業者）及び一定の条件を備えた集落営

農組織で、以下の経営規模以上のものに限定

○ また、国が定める環境規範を遵守すること、対

象農地を農地として利用することが必要

全
農
家
を
一
律
と
し
た
施
策

個
々
の
品
目
ご
と
の
価
格
に
着
目
し
た
支
援

（注）米は、諸外国との生産条件格差から生じる不利が国境措置によ
り実質的に補正されているので、収入減少影響緩和対策のみの対
象となります。

品目別の価格政策ではなく、経営全体
に着目した政策に一本化
以下の補てんを実施



※ このほか、産地づくり交付金、農地・水・環境保全向上対策等
の支援も行われます。

10

※このほか、産地づくり交付金が交付されている。

移行

水

田

作

基準収入・価格

売上げ
大豆

米

その他

大豆
交付金

麦

麦作経
営安定
資金

稲得・
担経

豆経
当該年の減収額の９割に
対する支払

標準的収入

当該年の生産量・
品質に基づく支払

過去の生産実績
に基づく支払

麦 大豆 その他 売上げ

米

諸外国との生産条件の

不利補正のための対策

収入の変動

収入の減少による影響

の緩和のための対策

９
割

９
割

収入・価格の変動

一 定 の 集 落
営 農 組 織

認定農業者すべての農業者

品目横断的経営安定対策への移行のイメージ品目横断的経営安定対策への移行のイメージ

畑

作

売上げ大豆麦

麦作
経営
安定
資金

大豆
交付
金 てん

菜
でん粉
原料用
馬鈴
しょ

その他

調整
金・
交付
金 抱合せ

による
実需者
負担

豆経

基準価格

大豆麦

てん
菜

でん粉
原料用
馬鈴
しょ

その他

当該年の生産量・品質に基づく
支払

過去の生産実績に基づく支払

標準的収入

売上げ

収入の変動

当該年の減収額の９割に対する支払

９
割

９
割

価格の変動

移行

収入の減少による影響

の緩和のための対策

諸外国との生産条件の

不利補正のための対策

今後は、担い手（認定農業者又は一定の集落営農組織）でなければ、今後は、担い手（認定農業者又は一定の集落営農組織）でなければ、

麦、大豆等の助成が受けられません。麦、大豆等の助成が受けられません。

〈 現 在 〉 〈 今 後 〉

野菜・果樹・畜産等は、引き続き、品目別対策が実施されます。野菜・果樹・畜産等は、引き続き、品目別対策が実施されます。

金融・税制等の措置（P47）

金融・税制等の措置（P47）

※ このほか、農地・水・環境保全向上対策等の支援も行われます。



規約を作成します規約を作成します

代表者、構成員、総会、農用地や農業用機械等の利用・管理に関す
る事項等を定めた組織の規約を作成します。

農業生産法人化計画を作成します農業生産法人化計画を作成します

農業生産法人となる計画（５年以内）を作成します。

地域の農業を担う集落営農は、将来的に効率的で安定した経営
を行うことができるよう、特定農業団体となるか、これと同様の
要件を備える必要があります。

11

農用地の利用集積目標を定めます農用地の利用集積目標を定めます

地域の農用地の２／３以上を集積（農作業を受託）する目標（５年
後）を定めます。

※ 「地域」の範囲は、農用地利用改善事業の区域、すなわち、地縁的なまとまり

のある範囲（集落など）で捉えることが原則ですが、農用地の効率的かつ総合的

な利用に支障がない限り、集落の一部を除外することができます。

地域の生産調整面積の過半を受託する組織が、19年から数年の
うちに目標を定める場合は、１／２以上で足ります。

規 約

主たる従事者の所得目標を定めます主たる従事者の所得目標を定めます

組織の主たる従事者について、農業所得の目標（市町村基本構想の
水準以上）を定めます。

※ 主たる従事者は、候補者（名前が特定できなければ人数）で足ります。
※ 農業所得の水準については、組織が将来的に目指す経営規模等で総合
的に判断することが可能です。

経理の一元化を行います経理の一元化を行います

①集落営農組織の口座を設けて、②農産物の販売名義を集落営農組
織とし、③販売収入をその口座に入金します。

集落営農組織の口座

法人化！

特定農業団体と同様の要件を満たす組織特定農業団体と同様の要件を満たす組織

こんな集落営農が経営安定対策の対象です！こんな集落営農が経営安定対策の対象です！



集落営農組織一元経理のイメージ（例）

集
落
営
農
組
織
口
座

集
落
営
農
組
織
口
座

＜農産物の売上高＞
米などの販売収入

収 入 支 出

＜補 助 金＞
経営安定対策の交付金など

生 活
資 金

農 外
収 入

個

人

（口

座
）

個

人

（口

座
）

○ 経理の一元化は、①集落営農組織（代表者）名義の口座を設け、②農産物の
販売名義を集落営農組織とし、③農産物の販売収入をその口座に入金する、の３
点がポイントです。
○ 支出面については、特段の条件はありません（構成員への配分等は集落営農
組織で決められます）が、共同で営農を行う実態が存在せず、形式的に組織名義
の口座のみ設けて、収入を個人に１００％分配するようなものは、当然認められま
せん。
○ この集落営農組織（代表者）名義の口座は、経営安定対策の交付金の振り込
み先にもなります。

個人の口座とは区
分され、生活資金
まで一緒にする必
要はありません。

参 考

12

＜集落営農組織ごとに取り決め＞

肥料費、農機具費

労 務 費

剰余金・配当金

など

（例）



○ 複数の地域で経営を行う場合は、゛主として農作業を行う地域″の基準が適用されます。

○ 「農地が少ない場合の特例」及び「生産調整組織の場合の特例」については、都道府県知事からの申請
（１８年は７月２０日まで）に基づき、国が特例基準を設定します。設定された特例基準は、原則として、３年
間固定されます。

物理的制約
生産調整

複合経営等

中山間地域

（Ｐ．19,20）
地域の生産調整面積の過半を受託し、
生産調整の推進に貢献している組織
は面積規模を緩和します！

２０ｈａ×生産調整率（その地域で水稲
を作付けていない面積の割合）まで〈７
ｈａを下限〉

中山間地域は
２０ｈａ×生産調整率
×５／８まで〈４ｈａを下限〉

生産調整組織の場合の特例

（Ｐ．17,18）
集落の農地が少ない地域は面積規

模を緩和します！

基本原則の概ね８割まで

中山間地域の集落営農組織は
５割まで

農地が少ない場合の特例

経営安定対策の対象となるには
一定の経営規模が必要です

経営安定対策の対象となるには
一定の経営規模が必要です

13

所得確保の場合の特例

（Ｐ．21,22）
経営面積が小さくても農業で相当の所

得を得ている経営は対象となります！

①農業所得が基本構想の半分を
超え、②対象品目の収入、所得又
は経営規模のいずれかが概ね
１／３以上の場合

基 本 原 則

○ 認定農業者

都 府 県 ： ４ha
北 海 道 ： １０ha

○ 特定農業団体又はこれと同様の要

件を満たす組織

： ２０ｈａ



経営規模として算入できる面積経営規模として算入できる面積

○ 経営規模として算入できる面積は、権原（所有権、賃借権等）を持っている農地基本台

帳の現況地目が「田」と「畑」の面積の合計です。

（従って、「樹園地」、「採草放牧地」は除かれます。一方、農地基本台帳の現況地目が

「田」「畑」であれば、野菜等が作付されている面積も算入できます。）

○ また、農作業受託のうち、①主な基幹作業（水稲は基幹３作業以上）を受託し、②収穫

物の販売名義があり、③販売収入の処分権を有している場合は、この面積も経営規模

に含めることができます。

※ 「主な基幹作業」とは、水稲なら耕起・代かき、田植え、稲刈り・脱穀、麦、大豆なら、

耕起・整地、播種、収穫です。

なお、別の者に再委託した方が効率的経営に資することが明らかな場合は、これらの基幹作業の

うち１作業を再委託することができます。

※ 農作業受託の面積は、委託契約書等の証拠書類で確認できるものに限ります。

大
豆米

野
菜麦

経営規模として算入できる面積

果
樹

対象外

交付金対象

地目
田

地目
畑

経営規模とし
て算入できる
面積

地目
樹園地
その他

（凡例）

米
大
豆

交付金対象

麦
大
豆
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権原農地 作業受託

経営規模として算入

農業者
基幹作業

委託

農業者

農業者

基幹作業委託

基
幹
作
業

委
託

認定農業者

出荷・販売

①主な基幹作業を受
託し、②販売名義と
③販売収入の処分権
を有する面積

一定の条件を備え
る集落営農組織

農地法等に基づき所
有権、賃借権等の権
原を有する農地面積

経営規模として算入できる面積

て
ん
菜

で
ん
原

ば
れ
い
し
ょ

麦
大
豆

飼
料
・

野
菜
等

養
畜

対象外

交付金対象

経営規模として算入できる面積



○ 集落営農組織の経営規模は、

（１） 組織の構成員が権原を有する農地基本台帳の現況地目が「田」と

「畑」の面積（ただし、一元経理しているものに限ります。）

（２） 農作業受託のうち、①主な基幹作業（水稲は基幹３作業以上）を受託

し、②収穫物の販売名義があり、③販売収入の処分権を有している面積

です。

なお、この「主な基幹作業」については、別の者に再委託した方が効率的経営に資するこ

とが明らかな場合は、これらの基幹作業のうち１作業を再委託することができます。

集落営農組織の場合の経営規模
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経営規模とし
て算入できる
面積

地目
田

地目
畑

地目
樹園地
その他

（凡例）

交付金対
象となる
面積

一元経理

経営規模として算入できる面積

て
ん
菜

麦
大
豆米

大
豆

米麦
果
樹

麦
飼
料

養
畜

構
成
員
Ａ

対象外

麦

対象外

構
成
員
Ｃ

交付金対象

対象外

野
菜

構
成
員
Ｄ

構
成
員
Ｂ



○ ２毛作が行われている農地の取扱いについては、

（１） 表作と裏作を行っている者が同じ場合には、その農業者の経営規模

として、表作の面積と裏作の面積をダブル・カウントすることはできませ

んが、

（２） 表作と裏作を行っている者が異なれば、同一の農地であっても、表作

の面積と裏作の面積をそれぞれの農業者の経営規模としてカウントす

ることができます。

２毛作の場合の経営規模

16

米

裏 麦

大
豆

３ha ２ha

農業者Ａ ５ha （８ｈａとすることは不可）

３ha ２ha

農業者Ｃ ３ha

米
大
豆

裏 麦 （期間）借地の場合、又は、
①主な基幹作業を受託し、
②販売名義と③販売収入
の処分権を有する場合

期間借地の場合、又
は、①主な基幹作業を
受託し、②販売名義と
③販売収入の処分権を
有する場合

２ha

農業者D ８ha

３ha

裏 麦 裏 麦

大
豆

３ha

米

裏 麦

大
豆

農業者Ｂ ５ha
３ha ２ha
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○ 集落の農地が少ないなど物理的制約から規模拡大が困難な地域は、その度

合いに応じて、経営規模要件が、

① 基本原則（4ha、10ha、20ha）の概ね８割（64％）まで

② 中山間地域の集落営農組織は基本原則（20ha）の５割（つまり10ha）まで

緩和されます。

○ 具体的には、都道府県知事からの申請に基づき、国が特例基準を設定します。

＜特例基準の定め方（ガイドライン）＞

○ 特例基準は、基本的に「市町村」単位で定めます。ただし、都道府県知事の選

択により、「旧市町村」単位、「集落」単位とすることもでき、また、経済的同一性、

地域的なつながり等がある場合は、「市町村を越える範囲」を１つの単位とするこ

ともできます。

○ 「特例基準＝基本原則（4ha、10ha、20ha）×当該市町村等の格差率」の計算
式により、客観的に設定されます。

（注１） 格差率＝

（注２） 格差率は64％（中山間地域の集落営農組織の場合は50％）が下限となります。

（注３） 「中山間地域」とは、中山間地域等直接支払の対象地域と同様です。なお、中山間地域とそれ以外の地域

で別々の基準を定めようとする場合は、地域の単位を中山間地域とそれ以外の地域に分ける必要があります。

当該市町村等の１集落あたり田＋畑の平均面積

全国の１集落あたり田＋畑の平均面積（＝都府県２５ha、北海道１６０ha）

農地が少ない場合の特例農地が少ない場合の特例



一集落当たりの「田・畑」の平均面積

１８ha １５ha

旧d町の格差率

旧e町の格差率

２５ha 72.00％＝
１８ha

２５ha 60.00％＝
１５ha

旧d町 旧e町

非中山間地域

中山間地域

○認定農業者

○集落営農組織

２．９ha4ha×72.00％＝

１４．４ha20ha×72.00％＝

○認定農業者

○集落営農組織

２．６ha4ha×64.00％＝

１２．０ha20ha×60.00％＝

（下限 ）

C
市

一集落当たりの「田・畑」の平均面積

４０ha

A市の格差率

２５ha 160.00％＝
４０ha

（全国平均）

認定農業者 ４ha
集落営農組織 ２０ha

特例なし

A
市

○○集落

△○集落
○×集落

○集落
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一集落当たりの「田・畑」の平均面積

２０ha

B町の格差率

２５ha 80.00％＝
２０ha

○認定農業者

○集落営農組織

３．２ha4ha×80.00％＝

１６．０ha20ha×80.00％＝

B
町

○集落

×集落

△集落

□集落

□○

○○

×× ▽ （全国平均）

（全国平均）

（全国平均）



生産調整面積

（転作作物）

水稲作付面積

当分の間、地
域の１/２で可

・ 20ha×生産調整率（中
山間は更に×5/8）で可
・ 米の受託面積を含めて
も可
・ 他の集落の受託面積を
含めても可

生産調整組織の場合の特例生産調整組織の場合の特例

○ 地域の生産調整面積の過半を受託する組織については、

（１） 当分の間、農用地の利用集積目標を「２／３以上」→「１／２以上」（この特

例は特定農業団体には適用されません）

（２） 経営規模要件を２０ｈａ×生産調整率（７ｈａを下限）まで（中山間地域は、

２０ｈａ×生産調整率×５／８（４ｈａを下限）まで）

に緩和できるので、転作の麦・大豆のみを作業受託している組織も対象となり

やすくなっています。

○ また、①主な基幹作業を受託し、②収穫物の販売名義があり、③販売収入の

処分権を有している面積を経営規模として算入できるので、権原を持たない作

業受託組織も対象となることができます。
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生産調整面積の
過半を受託する
組織

別の集落

経営規模

利用集積目標

・ この特例を受けようとする組織は、当該組織が転作作物の農作業を受託している

面積が、地域（P.11の※と同じ意味です。）の田面積から地域の水稲作付面積を差
し引いた面積の半分を超えていることを証明する資料を提出する必要があります。

・ （２）については、都道府県知事からの申請に基づき、国が具体的に特例基準を

設定します。

構成員が権原を持って
いる田・畑の面積だけで
なく①主な基幹作業を受
託し、②販売名義と③販
売収入の処分権を有する
面積も可



＜特例基準の定め方（ガイドライン）＞

○ 特例基準は、基本的に「市町村」単位で定めます。ただし、都道府県知事の選
択により、「旧市町村」単位、「集落」単位とすることもでき、また、経済的同一性、
地域的なつながり等がある場合は、「市町村を越える範囲」を１つの単位とするこ
ともできます（この場合、生産調整率を証明する資料が必要です）。

○ 「特例基準＝基本原則（20ha）×当該市町村等の生産調整率（中山間地域は
更に×５／８）」の計算式により、客観的に設定されます。

（注１） 生産調整率＝

（注２） 特例基準は７ｈａ（中山間地域は４ｈａ）が下限となります。

（注３） 「中山間地域」とは、中山間地域等直接支払の対象地域と同様です。なお、中山間地域とそれ以外の地域

で別々の基準を定めようとする場合は、地域の単位を中山間地域とそれ以外の地域に分ける必要があります。

当該市町村等の田面積－当該市町村等の水稲作付面積

当該市町村等の田面積

水稲

A 市

水稲作付面積 １２０ha
生産調整面積 ８０ha

田面積 ２００ha

２００ha
40.00％＝

８０ha

特例基準

８．０ha20ha×40.00％＝

○○集落

○×集落

□×集落

生産調整面積
の過半を受託す
る組織

転作

生産調整率

転作

転作

B 町
（中山間地域）

水稲作付面積 １１０ha
生産調整面積 ４０ha

田面積 １５０ha

１５０ha
26.67％＝

４０ha

３．３３ha → ４．０ha20ha×26.67％×5/8＝
（下限 ）

○△集落

△□集落
転作

生産調整率

水稲

転作

△△集落

転作

生産調整面積
の過半を受託す
る組織

特例基準
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所得 ＝ ５０万円 ＋

所得 ＝ ５０万円 ＋

所得 ＝ ＋

所得確保の場合の特例所得確保の場合の特例

○ 小規模であっても、有機栽培や複合経営等により、

① 農業所得（米、麦、大豆のほか、果樹や畜産等を含みます）が市町村基本構

想の目標所得の半分を超え

② 対象品目の収入、所得又は経営規模のいずれかが、全体の農業収入、農

業所得又は経営規模（農地基本台帳の現況地目が「田」、「畑」のほか「樹園

地」の面積を含みますが、「採草放牧地」は含みません。）の概ね１／３（27％）

以上

の経営は、経営安定対策の対象となります。

21

（注） 例えば、市町村基本構想の目標所得が５００万円の場合

米
果樹

１ha

６０万円 ２００万円

対象品目の割合 ：
１ha

1.5ha ＞ 概ね１ / ３

対
象
経
営
と
な
る

＞ 市町村基本構想の目標所得の半分（250万円）

0.5ha

５００万円 ＞ 市町村基本構想の目標所得の半分（250万円）

１ha

養豚

対象品目の割合 ：
１ha
１ha ＞ 概ね１ / ３

対
象
経
営
と
な
る

麦・大豆

８００万円 ＞ 市町村基本構想の目標所得の半分（250万円）

１ha
対象品目の割合 ：

１ha
１ha ＞ 概ね１ / ３

対
象
経
営
と
な
る

酪農
（採草放牧地）

麦・大豆
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○ この特例を受けようとする方は、

① 農業所得を証明する公的な書類（税務署の受付印のある確定申告書Ｂ（控

え）などを農業所得を証明する公的書類とみなします）

② 対象品目の収入、所得又は経営規模のいずれかが、全体の農業収入、農業

所得又は経営規模の概ね１／３（２７％）以上であることを証明する書類

を提出する必要があります。

○ なお、集落営農組織の場合は、

① 主たる従事者が集落営農組織から受け取る農業所得が市町村基本構想の

目標所得の半分を超え、

② 集落営農組織の対象品目の収入、所得又は経営規模のいずれかが、集落営

農組織全体の農業収入、農業所得又は経営規模の概ね１／３（２７％）以上

であることを証明する書類を提出する必要があります。



○ 次の７項目について、農業者自らが実行状況を点検し、点検シートを提出すれば足り

ます。
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経営安定対策の対象となるには
「国が定める環境規範を遵守すること」が必要です

経営安定対策の対象となるには
「国が定める環境規範を遵守すること」が必要です

チェック欄

２ 適切で効果的・効率的な施肥

３ 効果的・効率的で適正な防除

４ 廃棄物の適正な処理・利用

５ エネルギーの節減

７ 生産情報の保存

６ 新たな知見・情報の収集

〈
農

業

環

境

規

範

〉

１ 土づくりの励行
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○ 経営規模の算入の対象となる農地のうちに、次の措置を受けた農地がなければ足り

ます。

※ 交付金の交付申請の際に、自己申告していただきます。

農業委員会による指導

特定遊休農地の通知（市町村長→農地所有者等）

必要な措置を勧告（市町村長→農地所有者等）

このような農地がこのような農地が
ないことが必要です。ないことが必要です。

届出をしなかった場合

又は

虚偽の届出をした場合

協議を行う旨の通知

を受けた場合
利用権設定等の協議の通知（市町村長→農地所有者等）

利用計画の届出（農地所有者等→市町村長）

＜農業経営基盤強化促進法に基づく措置＞

農地を遊休化

勧告に従わない場合

計画の内容が適切でない場合

改善がみられない場合

経営安定対策の対象となるには
「対象農地を農地として利用すること」が必要です

経営安定対策の対象となるには
「対象農地を農地として利用すること」が必要です



諸外国との生産条件格差から生じる
不利を補正するための対策

諸外国との生産条件格差から生じる
不利を補正するための対策

担
い
手
の
生
産
コ
ス
ト 大豆

毎年の生産量・品質に基づく支払

過去の生産実績に基づく支払

麦
でん粉
原料用
ばれいしょてん菜

生産条件不利補正対策（日本型直接支払）

販売収入

・ 生産性・品質の向上

や需要に応じた生産
など生産者の努力が
反映される仕組み
・ 国際ルール上 ｢黄

の政策」

生
産
条
件
に
関
す
る
不
利

生
産
物
の
販
売
収
入

＜具体的内容＞

品目ごとの担い手の生産コストと販売収入の差額に着目して、

① 各経営体の過去の生産実績に基づく支払と

② 毎年の生産量・品質に基づく支払

の両方で、生産条件に関する不利を補います。

○ 担い手の生産コストのうち、生産物の販売収入では賄えない部分（諸外国

との生産条件格差から生じる不利）を補う対策を実施します。

（生産条件不利補正対策）

・ 国際ルール上、削

減されない「緑の政
策」となり、担い手の
経営を安定的に支援
可能
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過去の生産実績は、平成16～18年産の平均

＜対象品目＞
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの４品目

※ただし、ビール麦、黒大豆、種子用の麦・大豆は支援対象外です。

「過去の生産実績に基づく支払」の 面積当たり単価 と「毎年の生産量・品質に基づく

支払」の 数量当たり単価 を合わせた水準は、現行対策とほぼ同じです

注１：全国の平均的単収と同一水準の市町村の場合であって、標準的な品質のものを生産した場合
の水準です。

注２：二条大麦及び六条大麦は、それぞれ普通大粒大麦及び普通小粒大麦のことです。

（円/10a，kg/10a）

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 てん菜
でん粉原料用
ばれいしょ

水 準 40,400 32,200 28,000 35,700 28,900 41,300 52,900

全国の平均的単収 388 362 322 333 203 5,760 4,350



でん粉原料用
ばれいしょ

て ん 菜

大 豆

対対 象象 経経 営営 ごご とと のの 交交 付付 額額

○ 対象品目ごとに、 面積当たりの単価 と 過去の生産実績 を掛け合わせ、全品
目の合計が交付額となります。

・ 面積当たりの単価 は、市町村の平年的単収を踏まえ、市町村別に設定します（これに

より、これまでの生産性向上努力や支払実績が反映）。

・ 過去の生産実績 は、基準期間（平成１６～１８年）の生産量（麦作経営安定資金などの
支援対象数量）を市町村の実単収で割って面積に換算します。

○ 19年以降、野菜など他の作物に転換しても、同じ金額を受けることができます。

○ 19年以降、生産調整が拡大されたり新規参入をしたことにより、過去の生産実
績がない場合は、別途支援が行われます。（P.４７）

過去の生産実績に基づく支払の交付額

品目ごとに計算

面積当たり単価

○○円/10a
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×
過去の過去の
生産実績生産実績 交付金

農業災害補償制度で定める市町村別の平年的単収を基本に用いて算定

小 麦

△ha
＝

＜面積当たり単価＞ （単位：円/10a）

小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦 大豆 てん菜
でん粉原料用
ばれいしょ

面積当たり単価 27,740 21,070 18,290 23,750 20,230 28,910 37,030

小麦の

市町村別

合 計

注：全国の平均的単収と同一水準の市町村の場合。

※ 各市町村の面積当たり単価は、各地方農政事務所等で縦覧されているほか、農林水産省ホームページ（hｔｔｐ：
//www.maff.go.jp/ninaite/menu8.html）を御覧下さい。



○ 「過去の生産実績」は、出荷実績に基づいて算定されることから、一筆一筆の農地
ごとに設定されるものではなく、農業者単位に設定されます（「過去の生産実績」は、
市町村の実単収が反映されることから、実際の農地面積と必ずしも一致しません）。
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16年の出荷実績

27,720kg

市町村の

実単収

330kg/10a

27,720kg÷330kg/10a
（面積換算した実績）

＝ 8.4ha

22,320kg

市町村の

実単収

240kg/10a

22,320kg÷240kg/10a
（面積換算した実績）

＝ 9.3ha

23,520kg

市町村の

実単収

280kg/10a

23,520kg÷280kg/10a
（面積換算した実績）

＝ 8.4ha

A さんの「過去の生産実績」： （8.4＋9.3＋8.4）÷３ ＝ 8.7ha分8.7ha

AA さんさんの生産実績

基準期間（平成16～18年）中、毎年 8ha ずつ作付けしていました

17年の出荷実績 18年の出荷実績

過去の生産実績の算定方法
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基準期間中に、災害や土地改良事業の実施等により対

象品目の生産ができなかった年があった場合は、その

年を除いて過去の生産実績を算定することができます。

（（ 8.4 8.4 ＋＋ 0 0 ＋＋ 8.4 8.4 ）） ÷÷ 3 3 ＝＝ 5.6ha 5.6ha 分分

8.4ha 8.4ha
18年17年16年

0ha

2     8.4ha2     8.4ha
× × ×

算定される過去の生産実績算定される過去の生産実績

災害年等災害年等

○ 集落営農組織の過去の生産実績は、構成員の

の有する過去の生産実績の合計値 となります。

1.5ha3ha2ha
A集落営農組合

構成員 構成員 構成員
6.5ha



2 ha
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○ 「過去の生産実績」は、対象者要件を満たしているか否かにかかわらず、基準期
間（平成16～18年）に対象品目を生産していれば持つことができます。

○ ただし、「過去の生産実績に基づく支払」を受けるには、対象者要件を満たしてい
る必要があります（対象者要件を満たしていない年は、「過去の生産実績」を持って
いても支払を受けられません）。

A さんの場合

2 ha

19年 20年

経営規模：4ha
認定農業者

認定農業者

交付金

認定農業者

交付金

経営規模：2ha

過去の生産実績

有

対象者要件○ 対象者要件×

受給可 受給不可

1 ha

B さんの場合

2 ha

19年 20年

経営規模：2ha認定農業者
になっていない

認定農業者

交付金

認定農業者

交付金

経営規模：4ha

過去の生産実績

対象者要件○

有

対象者要件×

受給可受給不可

3 ha

C さんの場合

3 ha

19年 20年

経営規模：4ha

交付金

認定農業者

交付金

経営規模：4ha

過去の生産実績

対象者要件○

有

対象者要件×

受給可受給不可

農業経営改善
計画認定

～18年

農業経営改善
計画認定

～18年

1 ha

有

1 ha
有

有
有

規模拡大

規模縮小

～18年

認定農業者
になっていない

3 ha
有

有



○ 過去の生産実績は、以下のルールの下で他の農業者に移動させることができま
す。
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田又は畑の権利移動あるいは農作業受託を行った場合に限り、移動さ

せることができます。
ルールルール①①

ルールルール②②
移動は、当事者間での合意に基づき行われるものとします。

ルールルール③③ 移動量は、以下の基準の範囲内で任意に設定できます。

移動する田又は畑あるいは

農作業受託の面積×

出し手の有する
過去の生産実績
出し手の田又は
畑あるいは農作
業受託の合計面
積

１ 又は
のいずれか
大きい方

＜基準基準①① 移動できる過去の生産実績＞ 以下の式で計算される値の範囲内とします。

… 10ha

… 7ha

出し手の田又は
畑の合計面積

うち、移動する田
又は畑の面積

の場合

出し手の有する
過去の生産実績

移動できる過去の
生産実績上限

例
… 8ha

出し手の有する
過去の生産実績

…15ha

1×7＝7ha
移動できる過去の
生産実績上限 ×7＝10.5ha15

10

×

移動前の過去の
生産実績

移動前の田又は
畑あるいは農作
業受託の合計面
積

のいずれか
大きい方

＜基準基準②② 移動後に出し手に残る過去の生産実績＞ 以下の式で計算される値の範囲内とします。

… 10ha

… 4ha

移動前の田又は
畑の合計面積

移動後の田又は
畑の合計面積

の場合

移動前の過去の
生産実績

移動後に残る過去
の生産実績上限

例
… 8ha

移動前の過去の
生産実績

…15ha

1×4＝4ha
移動後に残る過去
の生産実績上限 ×4＝6ha15

10

移動後の田又は畑あるいは

農作業受託の面積

事
例
１

事
例
２

事
例
１

事
例
２

１ 又は

過去の生産実績の移動の考え方



でん粉原料用
ばれいしょ

て ん 菜

○ 対象品目ごとに、 数量当たりの単価 と 当年の生産量 を掛け合わせ、全品
目の合計が交付額となります。

・ 数量当たりの単価 は、品質に応じた格差を設定します。

・ 数量当たりの単価 は、当面３年間固定されます（生産性の向上分は、担い手に還元

されることになります）。

毎年の生産量・品質に基づく支払の交付額
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＜数量当たり単価＞

大 豆

対対 象象 経経 営営 ごご とと のの 交交 付付 額額

品目ごとに計算

数量当たり単価

○○円/60kg × 交付金

小 麦

＝

全国一律

合 計

○等・○ランク

当年の生産量当年の生産量
△△kgkg（（○○等・等・○○ランク）ランク）

※ 品質区分の詳細については、農林水産省ホームページ（hｔｔｐ：//www.maff.go.jp/ninaite/menu8.html）を御覧下さい。

（円/単位量） （円/60kg）

小粒化等大豆

A B C D A B C D １等 ２等 ３等 特定加工用 １～３等

小麦
（60kg当たり） 2,110 1,610 1,460 1,402 950 450 300 242 大豆 3,168 2,736 2,304 1,872 1,872 

二条大麦
（50kg当たり） 1,671 1,254 1,129 1,079 705 288 163 113 

六条大麦
（50kg当たり） 1,642 1,225 1,100 1,048 676 259 134 82 

はだか麦
（60kg当たり） 2,305 1,805 1,655 1,572 1,145 645 495 412 

（円/トン）

← →
（0.1度ごと） （0.1度ごと）

てん菜 ▲ 67 2,150 ＋ 67 

（円/トン）

← →
（0.1％ごと） （0.1％ごと）

でん粉原料用
ばれいしょ ▲ 70 3,650 ＋ 70 

17.4％品質区分
（でん粉含有率）

２等 銘柄等大豆

17.1度

品質区分
（等級/ランク）

品質区分
（糖度）

品質区分
（等級）

１等

注１：銘柄等大豆の「等」とは、産地品種銘柄となっていない品種である
　　が、新品種として導入中のもの又は特定の需要者との結びつきが
　　認められるもの。
注２：小粒化等大豆とは、大・中粒品種のうち生育不良で小粒化したも
　　の（小粒・極小粒品種のうち、規格の粒度を超えたこと等により、産
　　地品種銘柄とならなかったものを含む）。

注１：毎年の生産量・品質に基づく支払いの単価を定める品質評価基準については、
　　　 　 ①小麦 ： たんぱく、容積重、灰分、フォーリングナンバーの４つの評価項目（ただし、醸造用に
　　　　　　ついては、たんぱく３項目、容積重）
　　　    ②二条大麦 ： 容積重、細麦率、白度、正常粒率の４つの評価項目（ただし、麦茶用については、
　　　　　　たんぱく３項目、細麦率。※六条大麦・はだか麦の麦茶用も同じ）
　　  　  ③六条大麦・はだか麦：容積重、細麦率、白度、硝子率の４つの評価項目
　　　の基準値のうち、３つ以上達成したものがAランク、２つ達成でBランク、１つ達成でCランク、全て
　　　未達成でDランクとなる。
注２：品質区分別単価は、昨年の畑作物価格時に見直すことが決定された品質評価基準の見直し及び
　　　流通コスト助成廃止に伴う調整を反映し設定。

注：でん粉含有率は、ライマン価検査の値を純でん粉ベース（歩留り
　　に0.82を乗じる）に補正したもの。



生産条件不利補正対策のモデル試算例

○ ○○県A町で営農するBさん（米4ha、小麦2ha、大豆2ha）の場合の試算例。
○ この例では、生産者は約145万円の交付金が受け取れます。
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＜過去の生産実績に基づく支払＞

＜毎年の生産量・品質に基づく支払＞

【Bさんの過去の生産実績】
小麦 ： 2.5ha分 大豆 ： 1.5ha分

交付金額

平均的単収（全国）
・小麦 ： 388kg/10a
・大豆 ： 203kg/10a

このケースでは、合計で の交付金が受け取れます。

431千円

Ｂさんへの支払額

小麦 … 2,110円/60kg × 7,600kg ＝ 267千円
（Ａランク・１等）

大豆 … 2,736円/60kg × 3,600kg ＝ 164千円
（２等）

【A町のデータ】
平年的単収
・小麦 ： 400kg/10a
・大豆 ： 200kg/10a

19年実単収
・小麦 ： 380kg/10a
・大豆 ： 180kg/10a

交付金額 1,014千円

Ｂさんへの支払額

小麦 … 28,598円/10a × 2.5ha分 ＝ 715千円

大豆 … 19,931円/10a × 1.5ha分 ＝ 299千円

Ａ町の面積当たり単価 過去の生産実績

（参考）Ａ町の面積当たり単価の算出方法

小麦 ････ 27,740円/10a ÷ 388kg/10a × 400kg/10a ＝ 28,598円/10a
（平均的単収における単価）

大豆 ････ 20,230円/10a ÷ 203kg/10a × 200kg/10a ＝ 19,931円/10a
（平均的単収における単価）

数量当たり単価 その年の生産量

AA町町で営農するBBさんさんの場合
米 ： 4ha、小麦 ： 2ha、大豆 ： 2ha

（（1919年の収穫量）年の収穫量）

小麦 ： 7,600kg、大豆 ： 3,600kg
（Aランク・1等） （2等）

１，４４５千円



収入の減少による影響緩和のための対策収入の減少による影響緩和のための対策

＜具体的内容＞

品目ごとの基準期間の平均収入（標準的収入）と当該年の収入の差額を合
算・相殺し、減収額の９割について、生産者と国による拠出の範囲内で補てん
します。

＜対象品目＞

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの５品目

標準的収入

当該年の収入

過去５カ年
中庸３カ年
の平均収入

米の差額

麦の差額

大豆の差額

品目ごと
の収入差
額を合
算・相殺

× ９割 補てん金

補てんの原資は、標準
的収入の１０％の減収
に対応しうる額を、予
め生産者１：国３の割
合で拠出

農業災害補償
制度による補
償との重複を
控除(※）・

・
・

○ 担い手の販売収入の減少が経営に及ぼす影響が大きい場合に、その影

響を緩和する対策を実施します。 （収入減少影響緩和対策）
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※ ただし、ビール麦、黒大豆、種子用の米・麦・大豆は支援対象外です。

※ 収入減少影響緩和対策に加入しようとする場合は、上記５品目につ

いて、生産・ 販売する全ての面積について加入する必要があります。

（例えば、米、麦、野菜を生産している場合は、生産・販売する米及び

麦全てについて加入することが必要）

※ 収入減少影響緩和対策の補てん金

は、農業災害補償制度の全相殺方式
の最高補償割合のものに加入してい
るとの前提で算定されますので、農業
災害補償制度も積極的に活用するこ
とが重要です。



現行対策と比較した収入減少影響緩和対策のメリット

現行対策 収入減少影響緩和対策

※ 米 ：稲作所得基盤確保対策（稲得）、担い手経営安定対策（担経）
大豆：大豆作経営安定対策

対象品目の拡大

米

＜品目別の影響緩和対策＞

大豆 のみ
米、麦、大豆、てん菜、
でん粉原料用ばれいしょ

＜経営全体に着目した影響緩和対策＞

生産者負担の軽減

≒ １：２
稲 得

［ 生産者：国＝１：１＋３００円 ］

担 経
［ 生産者：国＝１：３ ］

１：３

○ 収入減少影響緩和対策は、現行対策（米の担い手経営安定対策など）に比べて

① 対象品目が拡大される

② 生産者の負担が軽減される

といったメリットがあります。

○ 米については、担い手以外の農家に対しても、生産調整に取り組めば、産地づくり対策の中
で価格下落等の影響を緩和する対策(稲作構造改革促進対策)※が行われますが、これは21年
までの当面の措置であり、しかも３年の期間中に漸減することとなっているので、米農家として

は、その間に担い手になることが重要です。
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○ 現行の担経は、稲得の上乗せ措置として講じられているので、
① 稲得の補てん金相当額は、担経の補てん金から控除される
② 稲得が発動しないと、担経も発動されない
という仕組みになっていました。
○ 今回の収入減少影響緩和対策では、これらの対策が一本化されますので、現行対策のよ
うな調整はありません。

※ 支援の単価は、地域毎に決めることになりますが、算定上は、一般部分4,000円/10aのほか、担い手への集
積に取り組む場合は3,000円/10aを加算し、現行の稲作所得基盤確保対策（6,400円/10a）程度としています。



収入減少影響緩和対策のモデル試算例

補てん金支払

（この場合は ５０４千円 となる）

経営全体の収入の
増減額（３品目合計）

＝ ▲ ５６０千円

９割補てん

生産者と国が１：３で拠出
した金額の範囲内

＋２千円/10a２３千円/10a２１千円/10a大豆

▲２千円/10a１３千円/10a１５千円/10a小麦

▲１４千円/10a１２６千円/10a１４０千円/10a米

増減額当該年収入標準的収入

注１：標準的収入（仮定）
①米 ：価格16，000円/60㎏、単収525㎏/10aで算定
②小麦 ：価格2，400円/60㎏、単収370㎏/10aで算定
③大豆 ：価格7，000円/60㎏、単収180㎏/10aで算定

注２：標準的収入、当該年収入は、正式にはそれぞれ１９年春、
２０年春に各都道府県別に決定されます。

品
目
ご
と
の
面
積

×

単
位
面
積
当
た
り
の
収
入
（価
格
×
単
収
）

【都道府県ごと品目ごとの平均指標で設定】

単
位
面
積
当
た
り
増
減
額

標準的収入 当該年収入

５中３年
平 均
収 入

当該年価格
×

当該年単収

経営体ごとに、品目ごとの増減額（単位面積当
たり増減額×面積）を横断的に合算・相殺

▲ 2千円/10a× ２ｈａ ＝▲ ４０千円小麦

2千円/10a× ２ｈａ ＝ ４０千円大豆

▲14千円/10a× ４ｈａ ＝▲ ５６０千円米

米４ｈａ

小麦２ｈａ

大豆２ｈａ

○ 米４ｈａ、小麦２ｈａ、大豆２ｈａの農家について、米・小麦の価格が１０％下落、

大豆の価格が１０％上昇、米・麦・大豆の収量に変動がなかった場合の試算例。

○ この例では、生産者は１４万円の拠出で、５０万円の補てんが受けられます。
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生産者の拠出額

＝ 品目ごとの「標準的収入×面積」の合計×１０％×９割×１／４

＝大豆

２ｈａ

２ｈａ

４ｈａ

＝

＝

３００千円

４２０千円

５，６００千円

したがって、左のモデルの生産者拠出は、 １４２千円

15千円/10a小麦

21千円/10a

140千円/10a米

×１０％×９割×１／４
＝１４２千円

（注） 補てん原資は、生産者１：国３の割合で拠出するので、補てん
原資の1/4が生産者の拠出額となります。

×

×

×



農家Aさん（米 ８ha 、小麦 ２ha ）

○ 収入減少影響緩和対策の補てんは、品目ごとの収入差額を合算・相殺します。

○ したがって、同一の都道府県で同じ品目を作付けしている場合であっても、品目

の作付面積の違いにより、補てん金は異なります。

××県における品目ごとの収入の増減

米 ▲1,000円／10a、小麦 ＋1,000円／10a
と仮定。

農家Bさん（米 5ha 、小麦 5ha ）

補てん金
0円

米の収入差額
▲50,000円

小麦の収入差額
＋50,000円

合算
・
相殺 0円 × ９割＝

米の収入差額
▲80,000円

小麦の収入差額
＋20,000円

補てん金
54,000円

合算
・
相殺

▲60,000円 × ９割＝

※ 積立金に残額がある場合は翌年度に繰り越されます。

36
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新たな経営安定対策の加入手続新たな経営安定対策の加入手続

(注） 秋まき麦を作付ける農家で、収入減少影響緩和対策に加入せず、生産条件不利補正対策のみ加入する
場合は、加入申請は19年４月１日～６月30日となります。
１９年産の経営安定対策に加入していなくても、２０年産以降加入することは可能です。

２０年産以降の秋まき麦を作付ける農家の加入申請は、６月１日～８月31日に早まります。

◇ １９年産の手続きは次のとおりです。
◇ 農協等に手続きを代理して行ってもらうこともできます。

２０年

１９年

１８年

過去の生産実績
に基づく支払

秋まき麦を作付ける農家

→ ９／１～11／30に加入申請

・ 交付を受けようとする交付金の種

類、対象品目の作付計画等を国
（農政事務所等）に申請します。

・ 対象者要件を満たしていることを

証する各種書類も提出します（後
日提出していただく書類も一部あ
ります）。

交付金の交付

交付金の交付

交付金の交付

・ １６年から１８年の対象品目の生

産量を国に登録します。

・ 積立金管理者に積立金を拠出し

ます。金額は予め国から通知され
ます。

・ 過去の生産実績等を国に申請し

ます。過去の生産実績は予め国
から通知されます。
・ その後、国の審査を経て、交付金

が交付されます（時期は調整中）。

・ １９年産の対象品目の生産量等を

国に申請します。
・ その後、国の審査を経て、交付金が

交付されます（時期は調整中）。

・ 生産量等を国に申請します。

・ その後、国の審査を経て、国からは

交付金の交付が、積立金管理者か
らは積立金の払戻しが行われます
（時期は調整中）。

～２／15
交付申請

～６／30
過去の生産量
の登録

～９／30
交付申請

～４／15
19年産の生産実
績数量の報告

～６／30
交付申請

～７／31
積立金の拠出

秋まき麦を作付けない農家

→ ４／１～６／30に加入申請

収入減少が
あった場合

毎年の生産量・品
質に基づく支払

生産条件不利補正対策 収入減少影響緩和対策
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○ 加入手続きに必要な書類（主なもの）は、次のとおりです。

○ 用紙や書き方の例は、農政事務所等に用意してあります。

○ 書類の作成・準備等に当たっては、関係機関が支援しますので、市町村、農協、担い手協議会

等にご相談下さい。

加入申請書
加入申請書 （加入申請時に提出します。）

※ その他、過去の生産量の登録や交付金の交付申請等の際にも別に必要な書類があります。
詳しくは、農林水産省ホーム・ページ（http://www.maff.go.jp/ninaite/menu8.html）を御覧下さい。

なお、対象者の要件は、

① 秋まき麦を作付ける農家は、その収穫前年の１１月３０日から交付金の交付決定までの期間

② その他の農家は、対象品目の収穫年の６月３０日から交付金の交付決定までの期間

満たしておく必要があります。

この時期までに要件を満たさなかったり、期間中要件を欠くこととなった場合は、交付金は支払われません。

（注） 秋まき麦を作付ける農家で、収入減少影響緩和対策に加入せず、秋まき麦について毎年の生産量・品質に基づく

支払も受けない場合は、②の期間となります。

次の事項を記載します。

◇ 氏名、住所、交付金振込口座番号

◇ 経営規模(①権原を有する面積、②主な基幹作業を受託し、販売名義と販売収入の処分権を有する面積)
◇ 規模要件の特例の希望

◇ 交付を受けようとする交付金の種類

◇ 対象品目の作付計画 等

○ 認定農業者又は一定の条件を満たす集落営農組織であることを証する書類
〈 認定農業者の場合 〉
・ 農業経営改善計画認定書の写し

〈 特定農業団体の場合 〉
・ 特定農用地利用規程認定書の写し
・ 構成員一覧

〈 特定農業団体と同様の要件を満たす組織の場合 〉
・ 農用地の利用集積を図る地域の地図、総面積、集積目標面積等を記載した書類
・ 定款又は規約の写し
・ 経理の一元化を証する書類（通帳の写し等）
・ 農業生産法人となる計画書（主たる従事者の氏名（人数）・所得目標等も記載）
・ 構成員一覧

○ 経営規模を証する書類
・ 農地基本台帳の写し（加入申請後の８月１日～９月３０日の日付のもの）
・ 農作業受委託契約書の写し（農作業受託面積を経営規模に算入する場合）
・ 地域の生産調整面積の過半を受託することを証する書類（生産調整に応じた特例の場合）
・ 農業所得を証明する公的な書類（所得に応じた特例の場合）

○ 環境規範を遵守することを証する書類（加入申請後、対象品目の収穫後に提出します）
・ 農業環境規範点検シート

農政事務所等

申請用紙

対象者要件の確認書類
対象者要件の確認書類 （一部を除き、加入申請時に提出していただきます。）
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特定農業団体に対する課税の取扱い

○ 特定農業団体に対する課税の取扱いについては、

・ 任意組合等として構成員に課税される場合

・ 人格のない社団等として特定農業団体に課税される場合

があります。

○ 人格のない社団等に該当した場合には、

・ 法人税は、特定農業団体として農協などの特定の集荷業者に農産物の売渡しだけ

を行う場合には収益事業に当たらないので、課税されません。

・ 消費税は、原則として設立２期目までの納税義務が免除されることから、例えば、

３年目に法人化した場合で一定の要件に該当する場合には、法人化前と法人化後を

通算して、連続４事業年度の間、免税事業者となります。

・ 税務上人格のない社団等に該当するかどうかは、各特定農業団体の運営実態

等に基づき個々に判断されます。

・ 特定農業団体と同様の要件を満たす組織についても、特定農業団体と同様の

運営実態等であるかどうか、個々に判断されます。

人格のない社団等については、収益事業を営む場合に限り、
法人税の納税義務があります。

特定農業団体
（人格のない社団等）

販 売

販売収入
構成員 構成員 構成員

農協等特定
の集荷業者

（注）構成員(個人の場合）が特定農
業団体から受け取る労務費は給与
所得、利益の配分は雑所得として
所得税の課税対象となります（事
業〔農業〕所得とはなりません）。

特定の集荷業者への販売は

収益事業には当たらないので、

法人税は課税されません。

１ 特定農業団体が、農産物をそのまま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数に販売
したり、構成員から農作業の委託を受けたりする行為は収益事業に当たり、法人税が課
税される場合があります。

２ これまで個人で営まれていた方で、事業〔農業〕所得の金額の計算上赤字が生じた
場合には他の所得の黒字と損益通算できましたが、特定農業団体で赤字が生じたときは、
その構成員である個人は他の所得の黒字と損益通算できませんのでご注意ください。

（注）

◇ 人格のない社団等に該当した場合、次のような取扱いとなります。 ◇

法人税
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消費税は、所得税や法人税のように所得に対して課税されるのではな
く、事業者が販売する商品やサービスの提供が課税の対象となります。
したがって、所得税や法人税の計算において所得がなく、納税義務が生
じない場合であっても、課税事業者であれば、消費税の納税義務があり
ます。

（注）

１８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

特定農業団体
（人格のない社団等）

法人化２年目 ２年目 ３年目

免税事業者 免税事業者

課税事業者 課税事業者

免税事業者 免税事業者

1,000万円超

（資本又は出資の金額が1,000万円以上）

課税事業者

1,000万円以下 免税事業者

基準期間の課税売上で判定

（資本又は出資の金額が1,000万円未満）

１ 人格のない社団等である特定農業団体が結成されてから１年目と２年目は、その課税期間に対す

る基準期間が存在しないことから、免税事業者となります。

２ 特定農業団体が法人化した１年目と２年目については、その課税期間に対する基準期間が存在し

ませんが、その事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が１，０００万円以上である法人

は、その課税期間の納税義務は免除されません（２年目において、これに該当する場合も同様です）。

３ 人格のない社団等である特定農業団体が、例えば、平成２０年の事業年度（３年目）の途中で法人

化した場合、平成１８年の事業年度の課税売上高が１，０００万円を超えていれば、平成２０年の事業

年度開始の日から法人化される日までの課税期間について、納税義務があります。

４ 免税事業者は確定申告書を提出することができないため、設備投資が多額にあった場合などで、

売上げに係る消費税額より仕入れに係る消費税額が多い場合でも、消費税の還付を受けることはで

きません。

このような場合に、消費税の還付を受けるためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を所

轄税務署長に提出する必要があります。

消費税



集落営農・農業生産法人への参加と農地等の納税猶予制度との関係

農地等の相続税の納税猶予を受けている農業者が集落営農・農業生産法人に参加する場合、
・ 使用収益権の設定等をしたり、すべての作業を委託したりすると、納税猶予は打ち切りになり
ますが、
・ 作業の一部（集落営農における共同作業）だけ委託し、それ以外の作業は自分で行うこととす
れば、納税猶予は継続されます。

農地等の贈与税納税猶予を受けている農業者が集落営農・農業生産法人に参加する場合、
・ 使用収益権の設定等をしたり、すべての作業を委託したりすると、納税猶予は打ち切りにな
りますが、
・ 作業の一部（集落営農における共同作業）だけ委託し、それ以外の作業は自分で行う、
・ 又は法人化特例による適切な手続きを踏んで、一定の要件を満たす農業生産法人に使用
貸借権を設定する
こととすれば、納税猶予は継続されます。

相続税の納税猶予適用者 農業生産法人×
納税猶予は打ち切り

使用収益権の設定等

集落営農

農業生産法人

相続税の納税猶予適用者

○
納税猶予は継続

作業の一部（集落営農における共同作業）を委託

※ 委託した作業以外の作業を

継続して実施することが必要

集落営農

農業生産法人

贈与税の納税猶予適用者

○
納税猶予は継続

作業の一部（集落営農における共同作業）を委託

※ 委託した作業以外の作業を

継続して実施することが必要

納税猶予は継続

贈与税の納税猶予適用者
一定の要件を満たす
農業生産法人
（認定農業者・特定農業法人）

○法人化特例による使用貸借権の設定
（詳しくは次頁）

納税猶予は打ち切り

贈与税の納税猶予適用者 農業生産法人×使用収益権の設定等

○ 相続税の納税猶予

○ 贈与税の納税猶予

（注） ・ 作業には、耕起・代かき、田植え、基肥、追肥、除草、防除、水管理、稲刈り・脱穀等があります。
このうち、集落営農における共同作業とは、耕起・代かき、田植え、稲刈り・脱穀の全部又は一部の作業をいいます。

・ 納税猶予の継続は、作業の一部委託後も納税猶予適用者が農業を営んでいることが前提です。
・ なお、品目横断的経営安定対策の経営規模として算入できる面積の取扱いについては、P.14及びP.15を参照して
ください。 41



農地等の一括生前贈与

【贈与税納税猶予制度の目的】

農地等の細分化防止贈与税の納税猶予の適用

【法人化特例の目的】

法人化による農業経営の規模拡大、農地の利用集積法人化特例の適用

【法人化特例の内容】

認定農業者又は特定農業法人で贈与税の納税猶予の適用農地等 一括して使用貸借

ある農業生産法人

１ 特例措置の対象者
既に農地等の一括生前贈与を受けて贈与税の納税猶予の適用を受けている受贈者である

こと。
２ 農業生産法人の要件（①又は②のいずれかの要件全てを満たしていること）

（注１）① 認定農業者
ⅰ） 特例対象者が当該農業生産法人の代表権を有する役員であること。
ⅱ） 特例対象者の当該農業生産法人における農業従事日数が年間１５０日以上で、農

作業従事日数が年間６０日以上であること。
（注２）② 特定農業法人

ⅰ） 特例対象者が当該農業生産法人の常時従事役員（代表者である必要なし）である
こと。

ⅱ） 特例対象者の当該農業生産法人における農業従事日数が最短で６０日最長で
１５０日 以上で、農作業従事日数が年間６０日以上であること。（注３）

(注１) 農業経営改善計画の有効期間が経過した場合にあっては、一定の期間内に新たな農業経営改善計画の認定を受けた認定農
業者であること。

(注２) 特定農用地利用規程の有効期間が経過した場合にあっては、一定の期間内に新たな特定農用地利用規程に位置付けられた
特定農業法人であるか、又は農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者であること。

(注３) 特定農業法人である場合の農業従事日数は①又は②のいずれか多い日数
① 当該特定農業法人の経営面積に相当する必要農業従事日数(農地面積( )×３３日／ により算出)を構成員数で除しha ha
た日数(６０日を下回る場合は６０日)
② 贈与税納税猶予適用農地等に相当する必要農業従事日数(農地面積( )×３３日／ により算出)ha ha

３ 特例の措置期間
平成１７年度から平成１９年度までの間。

納税猶予の継続

【 】法人化特例のイメージ
贈与税納税猶予農地等 法人のエリア

使用貸借権の設定
○

○

○

○ ○

贈与税納税猶予制度適用農地等に係る法人化特例の概要

42



集落営農・農業生産法人への参加と農業者年金との関係

経営移譲を受けている後継者が集落営農に参加しても、農地の名義が変わら
ないので、親の経営移譲年金は支給停止になりません。

経営移譲を受けている後継者が農業生産法人に参加しても、適切な手続きを

踏めば、親の経営移譲年金は支給停止になりません。

43

受給権者

（親）

★適切な手続

・農地法（全部の農地）

・農用地利用集積計画（一部の農地）

経営移譲（使用貸借等）

返 還

後継者 受給権者
（親）

による賃貸借等

農業生産法人

農地の名義は変わらない

農業者年金の受給権者が農業生産法人に参加しても、単に雇用者となる（法人

の持分を有さない）場合には、農業経営を再開したことにならないので、経営移譲
年金は支給停止になりません。

農業生
産法人

法人の雇用者

経営移譲年金は支給
停止になりません

受給権者○ ×
法人の構成員として参加

（持分を取得）

経営移譲年金の
支給停止！

受給権者
農業生
産法人

※ なお、農地を保有しない農作業受託サー

ビス等を行う法人の構成員となる場合には、

経営移譲年金の支給停止になりません。

※

後継者

経営移譲（使用貸借等）

集 落営農（任意組織）

参 加



認定農業者の育成・確保支援対策（18年度予算）

○ 地域水田農業ビジョンに位
置付けられた担い手等を認定
農業者へ誘導

○ 集落の話し合いによる認定
農業者等の担い手の明確化

認定
農業者

地域農業経営ビジョン
の作成

（ビジョンの内容）
○担い手育成方針マップの作成
○農用地利用の考え方
○集落内関係者の役割分担 等

認定農業者の育成・確保

効率的かつ安定的な農業経
営への発展支援

認定農業者を中心とする地域
農業経営システムの構築

○ダイレクトメール、電話等によ
る制度のＰＲ
○認定促進のための個別訪問、
研修会の実施

○規模拡大、能力
向上のための研修会の実施
○農業経営改善計画の実施状
況の把握と経営指導

農業経営改善計画の
達成支援

○高付加価値作物の導入の支援
○特産品の加工、
販路開拓等の支援

認定農業者の多様な
経営展開の支援

認定農業者制度の
普及啓発
（ローラー作戦）

認定農業者の育成
活動

○ 経営規模の拡大
○ 経営能力の向上
○ 農業経営改善計画の着実
な達成

認定

経営改善

○農業経営改善計画の作成指
導の実施

○経営診断・指導の実施

機械・施設の整備の
支援

○リースによる機械・施設の導
入の支援

農地の利用集積の
促進

○スーパーＬ資金、農業近代
化資金、農業改良資金、
スーパーＳ資金

低利の政策資金の
融通

税制の特例 ○機械、施設の割増償却

○農地利用調整活動、農地等
情報の整備、農地の適正利
用に関する活動

認定農業者等担い手育成・確保支援事業 １０億円

担い手経営展開支援リース事業 ４億円

水田ビジョ
ンの担い手

認定農業者

農地の利用調整活動支援事業 ８億円
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集落営農経営の確立に向けた取組

経営主体としての実体を有する
集落営農組織

集落営農体制の確立に向けた取組

○集落の将来展望の

ビジョン化

○合意形成し、規約・

定款の策定

集 落営農

支

援

集落営農の育成・確保支援対策（１８年度予算）

支 援 内 容

○地域の農地の相当部分を集
積することを目標としていること
○組織の規約を有していること
○一元的な経理を行っているこ
と
○組織の中心となる者の所得目
標を定めていること
○法人となる計画を有しているこ
と

課題例

107億円

※ 強い農業づくり交付金及び農地保有合理化
総合支援事業については、一定の前提を置
いて試算した金額を計上。

※

基盤整備 ２０億円
集落営農育成基盤
整備事業

生産基盤の整備を契
機として集落営農の組織
化を促進

自己資本の
充実

２０億円
農林漁業金融公庫
出資金

アグリビジネス投資育
成（株）の投資対象に特
定農業法人を追加

○農業用機械
の整理合理化
○小規模基盤
整備

集落営農育成・確保
緊急整備支援
(強い農業づくり交付
金のメニュー)

○ 都道府県の導入計
画に即した機械化体系
の実現を支援
○畦畔除去、区画整理
や共同育苗施設等の
整備を支援

農地の利用
調整

○集落農地利用調整
(強い農業づくり交付
金のメニュー)
○農地保有合理化総
合支援事業（集落営
農関係）

○ 農業委員会による集
落内農地の利用調整
活動支援
○ 農地保有合理化法
人による農地利用集
積の促進

経理の一元
化支援

集落営農育成・確保
支援事業

○ 集落営農に関する基
礎的な講習会の開催
支援
○ 会計責任者の育成・
確保のための会計研
修会の開催支援

地域ビジョン
の策定・実施

認定農業者等担い手
育成・確保支援事業

集落関係者間の理解
の醸成のための調整活
動支援 等

行政・団体に
よる総合的
支援

○担い手総合支援事業
○集落営農への集中的な
技術・営農支援
○集落営農緊急育成サ
ポートツール開発事業

全国団体・普及組織に
よる各種支援

リーダーの
育成

集落営農育成・確保
緊急支援事業

集落リーダーによる

集落営農の組織化に
向けた調整活動支援

資金調達
への支援

２０億円

○農業改良資金
○経営体育成強化
資金
○農業近代化資金

集落営農への融資

集落内の農業者、農業関係者
が参加
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集落営農育成・確保緊急支援事業

集落リーダーによる集落営農の組織化
に向けた調整活動を緊急に支援

事業目的

２０億円（定額１０／１０） 全国５，０００地区において実施

（１地区当たり４０万円を集落リーダーに助成）

具体的なイメージ

集落内での調整活動

集落営農の組織化・法
人化の実現に向けた強
い信念

・強いリーダーシップ
・合意形成力
・実践的行動力
・実行管理能力

農
協
Ｏ
Ｂ

集落の現状把握活動 農家の意向把握活動

アンケート調査の実施

将来展望等について把握

調査結果を農家
へお知らせ

集落営農戦略
ビジョン作成

ビジョン案を検討

リーダーが有識
者等を交えてビ
ジョン化に向け
た検討

合意形成活動

集落営農への理解促進

ビジョン案の合意形成のため、
講演会等を活用して、集落営
農へのみんなの
理解を深める

情報収集活動

・農業経営の状況
・経営耕地の状況
・機械の稼動状況

税務等相談

会計処理について相談

集落営農の組織化・
法人化に関し、税理
士等専門家の
説明・アドバイ
スを受ける

「集落営農戦略ビジョン」の合意形成と、集落営農の規約・定款を締結

集 落 リ ー ダ ー

任せて
ください

行
政
Ｏ
Ｂ

調査結果のフィードバック

普
及
Ｏ
Ｂ

農
業
委
員

都道府県担い手育成
総 合 支 援 協 議 会

支援
協力

連絡
調整

集落営農の先進地調査

平成１８年度予算額

集落の農業に関する資料収集

集落営農の組織化・
法人化を成功させ
ている集落を調査

集落営農の組織化・法人化を加速的に推
進するためには、リーダーの育成が重要

主な積算事項

○集落リーダーへの謝金
○集落リーダーのアシスタント賃金
○集落ビジョン策定検討会、合意形成活動（会議費、印刷費、講師謝金・旅費）
○税理士等への相談費用（専門家謝金）

☆集落内での調整活動に要する経費を助成
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○ 「担い手」になれば、品目横断的経営安定対策の支払以外にも

金融・補助・税制上の様々な支援を受けることができます。

今後、こうした支援はさらに充実される予定です。

＜担い手になれば受けられる支援＞

◇ スーパーＬ資金などの低利融資（金利1.75～2.0％等）
◇ 農地の利用集積への助成

◇ 農業者年金の保険料補助（最大月１万円、生涯２１６万円）

◇ 専門家による経営診断、経営指導

◇ 機械・施設の割増償却などの税制特例（割増率20％等）

な ど

・
・
・

＜現在検討中の担い手への新たな支援＞

◇
スーパーＬ資金などの担い手向け融資の金利負担を徹底して軽減（無利子）

◇
地域の合意に基づき、担い手がトラクター、田植機などの機械・施設を融資で導入

する際に補助

◇
担い手にとって真のコストダウンにつながる団地化したまとまりある形での利用

集積に対して、集中的に支援

◇
担い手の経営発展や新規参入等を促進するため、需要に応じた生産や経営革新

の取組を伴いつつ、経営規模の拡大や生産調整の強化への対応などを行う者に対し

経営安定が可能となる水準の支援を実施

※ 平成１８年７月２０日現在

過去実績がない場合に対する支援

農地の面的集積支援

融資主体型補助の創設

制度資金の充実・強化

認定農業者・集落営農組織に対する強力な政策支援認定農業者・集落営農組織に対する強力な政策支援
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米政策改革との連携米政策改革との連携

○農業者・農業者団体が主体的に需給調整
（行政は需要量に関する情報を提供。その情報に基づきＪＡ等の生産調整

方針作成者が生産目標数量を決定し、方針に参加する者に配分。）

○担い手育成・確保運動と連携し、地域水田農業ビジョンの

高度化等により、水田農業の構造改革を促進

○支援策

米の需給調整については、米の需給調整については、品目横断的経営安定対策の導入品目横断的経営安定対策の導入
とも併せ、１９年産から農業者・農業者団体の主体的な需給とも併せ、１９年産から農業者・農業者団体の主体的な需給
調整システムへ移行することを目指しています。調整システムへ移行することを目指しています。

・産地づくり対策（メニューとして価格下落等に

応じた支払いが行えるように稲作構造改革促進交付金を措
置）※

・集荷円滑化対策

・産地づくり対策（メニューとして価格下落等に

応じた支払いが行えるように稲作構造改革促進交付金を措
置）※

・集荷円滑化対策

・品目横断的経営安定対策（収入減少
影響緩和対策）

・産地づくり対策

・集荷円滑化対策

・品目横断的経営安定対策（収入減少
影響緩和対策）

・産地づくり対策

・集荷円滑化対策

担い手

担い手以外

・担い手経営安定対策
（一定の要件を満たす認定農業者
と集落営農組織）

・稲作所得基盤確保対策

・産地づくり対策

・集荷円滑化対策

・担い手経営安定対策
（一定の要件を満たす認定農業者
と集落営農組織）

・稲作所得基盤確保対策

・産地づくり対策

・集荷円滑化対策

【現行】

【１９年産以降】

※ ・当面の措置

・担い手への集積に取り組む場合の加算

・都道府県段階の交付額は期間中に漸減

品目横断的経営安定対策
の対象者
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国の助成金（10a当たり）

・その他の農家・地域住民などの非農家

農地・水・環境保全向上対策の活動組織は、集落ごと、ため池などの用水がか
りごと、ほ場整備の地区ごとなど様々なまとまりでつくることができます。
品目横断的経営安定対策の担い手である集落営農組織も活動組織の重要な一員
として農地・水・環境保全向上対策の支援により、共同活動の担い手にもなって
いただきたいと思います。
両対策によって経営の安定と農地や農業用水の保全による持続可能な農業経営
の実現を支援します。

品目横断的
経営安定対策

100円200円草地

600円1,400円畑

1,700円2,200円水田

北海道都府県

・農用地の利用集積目標
・規約の作成
・経理の一元化
・主たる従事者の所得目標
・農業生産法人化計画の作成

・農業者以外の住民（団体）の参加
・規約の作成、活動計画の作成
・（市町村との）協定締結

・基礎的な維持保全活動（江ざら
い・草刈り等）の実施
・農業用施設の長寿命化につなが
る活動の実施
・自然の動植物や景観の保全など
農村環境を守る活動の実施

共同活動への支援

【支援の要件】

活動組織を作ります

集集 落落 営営 農農 組組 織織

交付金交付金

活
動
組
織

集落営農組織と農地・水・環境の保全向上の活動組織との関係集落営農組織と農地・水・環境の保全向上の活動組織との関係
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効果の高い活動に取り組みます

（共同活動にかかる経費を支援します。）

※上表と同額が地方公共団体からも助成されます。

営農活動への支援

・化学肥料及び化学合成農薬の使用

を地域の慣行から原則５割減

・エコファーマーの認定を受ける

・一定のまとまりをもった取組

【 支援の要件 】

助成金助成金

農地・水・環境保全向上対策

【 集落営農組織５要件 】
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金
融
等
の

措
置

稲
得

米

販 売 収 入

産
地
づ
く
り
対
策
の
中
の
稲
作
構

造
改
革
促
進
交
付
金

米

農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策

販 売 収 入

販 売 収 入

メ リ ッ ト 増 メ リ ッ ト 減

認
定
農
業
者

集
落
営
農
組
織
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①
麦
作
経
営
安
定
資
金

①
生
産
条
件
不
利
補
正
対
策

大
豆
交
付
金

支
援
水
準
は
現
行
手
取
り
と
同
水
準
だ
が

・
生
産
条
件
の
不
利
を
補
正
（
生
産
コ
ス
ト

・
過
去
の
生
産
実
績
に
基
づ
く
支
払

  
と
販
売
収
入
の
差
を
補
て
ん
）

　
⇒
　

・
毎
年
の
生
産
量
・
品
質
に
基
づ
く
 支
払

　
⇒
　

担
い
手

②
大
豆
作
経
営
安
定
対
策
（
大
豆
の
み
）

②
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
策

・
価
格
の
下
落
の
８
割
を
補
て
ん

・
対
象
品
目
は
、
麦
、
大
豆
等
５
品
目
に
拡
大

・
収
入
の
減
少
の
９
割
を
補
て
ん

③
産
地
づ
く
り
対
策
（
水
田
作
の
み
）

③
産
地
づ
く
り
対
策
（
水
田
作
の
み
）

・
米
の
生
産
調
整
等
を
推
進

④
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
等

④
金
融
措
置
の
拡
充
を
は
じ
め
支
援

・
規
模
拡
大
等
へ
の
支
援

措
置
を
大
幅
に
拡
充
（
１
８
０
億
円
程
度
）

・
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
の
無
利
子
化

・
融
資
主
体
型
補
助
の
創
設

・
農
地
の
面
的
集
積
へ
の
助
成

・
過
去
の
生
産
実
績
が
な
い
場
合

　
へ
の
支
援

　
等

①
麦
作
経
営
安
定
資
金

①
な
し

大
豆
交
付
金

・
生
産
条
件
の
不
利
を
補
正

非
担
い
手
②
大
豆
作
経
営
安
定
対
策
（
大
豆
の
み
）

②
な
し

※
生
産
調
整
に
取

・
価
格
の
下
落
の
８
割
を
補
て
ん

　
　
り
組
ん
だ
場
合

③
産
地
づ
く
り
対
策
（
水
田
作
の
み
）

③
産
地
づ
く
り
対
策
（
水
田
作
の
み
）

・
米
の
生
産
調
整
等
を
推
進

現
　
　
　
行

１
９
年
　
～

一
定
額
を
継
続
的
 ・
安
定
的
に
受
け
ら

れ
る
の
で
経
営
の
自
由
度
が
ア
ッ
プ
（
新

た
な
作
物
の
導
入
等
）

単
価
が
３
年
間
固
定
さ
れ
る
の
で

生
産
性
向
上
分
は
担
い
手
に
還
元

麦
大
豆

品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
の
導
入
等
に
よ
る
「
担
い
手
」
メ
リ
ッ
ト
の
充
実

認
定
農
業
者

集
落
営
農
組
織

豆
  
経

　
　
麦

　
大
豆

麦
作
経
営

安
定
資
金

大
　
豆

交
付
金

産
地
づ
く
り
対
策

（
水
田
作
の
み
）

販 売 収 入

ス
ー
パ
ー
L
な
ど

豆
  
経

　
　
麦

　
大
豆

麦
作
経
営

安
定
資
金

大
　
豆

交
付
金

 産
地
づ
く
り
対
策

（
水
田
作
の
み
）

販 売 収 入

新
た
な
金
融
等
の
措
置

　
　
 麦

　
 大
豆

生
産
条
件
不
利

補
正
交
付
金

産
地
づ
く
り
対
策

（
水
田
作
の
み
）

収
入
減
少
影
響

緩
和
交
付
金

農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策

販 売 収 入

　
　
 麦

　
 大
豆

産
地
づ
く
り
対
策

（
水
田
作
の
み
）

農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策

販 売 収 入

メ リ ッ ト 増 メ リ ッ ト 減
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①
　最
低
生
産
者
価
格

①
生
産
条
件
不
利
補
正
対
策

・
生
産
条
件
の
不
利
を
補
正

支
援
水
準
は
現
行
手
取
り
と
同
水
準
だ
が

・
過
去
の
生
産
実
績
に
基
づ
く
支
払

　
⇒
　

・
毎
年
の
生
産
量
・
品
質
に
基
づ
く
 支
払

　
⇒
　

担
い
手

②
　収
入
減
少
の
緩
和
対
策
は
な
し

②
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
策
の
導
入

・
収
入
の
減
少
の
9
割
を
補
て
ん

③
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
等

③
金
融
措
置
の
拡
充
を
は
じ
め
支
援

・
規
模
拡
大
等
へ
の
支
援

措
置
を
大
幅
に
拡
充
（
１
８
０
億
円
程
度
）

・
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
の
無
利
子
化

・
融
資
主
体
型
補
助
の
創
設

・
農
地
の
面
的
集
積
へ
の
助
成

・
過
去
の
生
産
実
績
が
な
い
場
合

　
へ
の
支
援

　
等

①
　最
低
生
産
者
価
格

①
な
し

非
担
い
手

・
生
産
条
件
の
不
利
を
補
正

・
販
売
収
入
の
み

現
　
　
　
行

１
９
年
　
～

認
定
農
業
者

集
落
営
農
組
織

て
ん
菜

で
ん
粉
原
料
用
ば
れ
い
し
ょ

ス
ー
パ
ー
Ｌ
な
ど

て ん 菜

最
低
生
産

者
 価
 格

最
低
生
産

者
 価
 格 て ん 菜

で ん 原 用

　 ば れ い し ょ最
低
生
産

者
 価
 格

最
低
生
産

者
 価
 格

収
入
減
少
影
響

緩
和
交
付
金

新
た
な
金
融
等
の
措
置

生
産
条
件
不
利

補
正
交
付
金

販 売 収 入

農
地
・
水
・
環
境

保
全
向
上
対
策

 て  ん  菜

で ん 原 用

ば れ い

し ょ

販
売

収
入

農
地
・
水
・
環
境

保
全
向
上
対
策

 て  ん  菜

で ん 原 用

ば れ い し ょ

品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
の
導
入
等
に
よ
る
「
担
い
手
」
メ
リ
ッ
ト
の
充
実

メ リ ッ ト 増 メ リ ッ ト 減

で ん 原 用

　 ば れ い し ょ

一
定
額
を
継
続
的
 ・
安
定
的
に
受
け
ら

れ
る
の
で
経
営
の
自
由
度
が
ア
ッ
プ
（
新

た
な
作
物
の
導
入
等
）

単
価
が
３
年
間
固
定
さ
れ
る
の
で

生
産
性
向
上
分
は
担
い
手
に
還
元



新たな経営安定対策、担い手育成・
集落営農の組織化の相談窓口です！

新たな経営安定対策、担い手育成・
集落営農の組織化の相談窓口です！
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ご不明な点は、最寄りの担い手協議会、地方農政事務所、市町村等にお問い合わせ下さい。

都道府県 担い手協議会 地方農政事務所

　　　　　事務局等連絡先 電話番号 　　　　　名　　　　　　　称 電話番号

北 海 道 北 海 道 農 業 会 議 ０１１－２８１－６７６１ 北 海 道 農 政 事 務 所 ０１１－６４２－５４１０
青 森 県 青 森 県 農 業 会 議 ０１７－７７４－８５８０ 青 森 農 政 事 務 所 ０１７－７７５－２１５１
岩 手 県 岩 手 県 農 業 会 議 ０１９－６２６－８５４５ 岩 手 農 政 事 務 所 ０１９－６２４－１１２５
宮 城 県 宮 城 県 農 業 会 議 ０２２－２７５－９１６４ 東 北 農 政 局 ０２２－２６３－１１１１
秋 田 県 秋 田 県 農 業 会 議 ０１８－８６０－３５４０ 秋 田 農 政 事 務 所 ０１８－８６２－５６１１
山 形 県 山 形 県 農 業 会 議 ０２３－６４１－１１１７ 山 形 農 政 事 務 所 ０２３－６２２－７２３１
福 島 県 福 島 県 農 業 会 議 ０２４－５２４－１２０１ 福 島 農 政 事 務 所 ０２４－５３４－４１４２
茨 城 県 茨 城 県 農 業 会 議 ０２９－３０１－１２３６ 茨 城 農 政 事 務 所 ０２９－２２１－２１８８
栃 木 県 栃 木 県 農 業 会 議 ０２８－６４８－７２７０ 栃 木 農 政 事 務 所 ０２８－６３３－３３１１
群 馬 県 群 馬 県 農 業 会 議 ０２７－２８０－６１７１ 群 馬 農 政 事 務 所 ０２７－２２１－１１８１
埼 玉 県 埼 玉 県 農 業 会 議 ０４８－８２９－３４８１ 関 東 農 政 局 ０４８－６００－０６００
千 葉 県 千 葉 県 農 業 会 議 ０４３－２２２－１７０３ 千 葉 農 政 事 務 所 ０４３－２２４－５６１７
東 京 都 東 京 都 農 業 会 議 ０３－３３７０－７１４５ 東 京 農 政 事 務 所 ０３－３２１４－７３２１
神 奈 川 県 神 奈 川 県 農 業 会 議 ０４５－２０１－０８９５ 神 奈 川 農 政 事 務 所 ０４５－２１１－７１７５
山 梨 県 山 梨 県 農 業 会 議 ０５５－２２８－６８１１ 山 梨 農 政 事 務 所 ０５５－２２６－６６１１
長 野 県 長 野 県 農 業 会 議 ０２６－２３４－６８７１ 長 野 農 政 事 務 所 ０２６－２３３－２５００
静 岡 県 静 岡 県 農 業 会 議 ０５４－２５５－７９３４ 静 岡 農 政 事 務 所 ０５４－２４６－６２１１
新 潟 県 新 潟 県 農 業 会 議 ０２５－２２３－２１８６ 新 潟 農 政 事 務 所 ０２５－２２８－５２８１
富 山 県 富 山 県 農 業 会 議 ０７６－４４１－８９６１ 富 山 農 政 事 務 所 ０７６－４２１－６１０４
石 川 県 （財）石川２１世紀農業育成機構 ０７６－２５７－７１４１ 北 陸 農 政 局 ０７６－２３２－４３４３
福 井 県 福 井 県 農 業 会 議 ０７７６－２１－００１０ (内420） 福 井 農 政 事 務 所 ０７７６－３６－１７９０
岐 阜 県 岐 阜 県 農 業 会 議 ０５８－２６８－２５２７ 岐 阜 農 政 事 務 所 ０５８－２７１－４０４４
愛 知 県 愛 知 県 農 業 会 議 ０５２－９６２－２８４１ 東 海 農 政 局 ０５２－２０１－７２７１
三 重 県 三 重 県 農 業 会 議 ０５９－２５９－０８６０ 三 重 農 政 事 務 所 ０５９－２２８－３１５１
滋 賀 県 滋 賀 県 農 業 会 議 ０７７－５２３－２４３９ 滋 賀 農 政 事 務 所 ０７７－５２２－４２６１
京 都 府 京 都 府 農 業 会 議 ０７５－４４１－３６６０ 近 畿 農 政 局 ０７５－４１４－９０８４
大 阪 府 大 阪 府 農 業 会 議 ０６－６９４１－２７０１ 大 阪 農 政 事 務 所 ０６－６９４３－９６９１
兵 庫 県 兵 庫 県 農 業 会 議 ０７８－３６１－８１１０ 兵 庫 農 政 事 務 所 ０７８－３３１－９９５１
奈 良 県 奈 良 県 農 業 会 議 ０７４２－２２－１１０１ 奈 良 農 政 事 務 所 ０７４２－２３－１２８１
和 歌 山 県 和 歌 山 県 農 業 会 議 ０７３－４３２－６１１４ 和 歌 山 農 政 事 務 所 ０７３－４３６－３８３１
鳥 取 県 鳥 取 県 農 業 会 議 ０８５７－２６－８３７１ 鳥 取 農 政 事 務 所 ０８５７－２２－３１３１
島 根 県 島 根 県 農 業 会 議 ０８５２－２２－４４７１ 島 根 農 政 事 務 所 ０８５２－２４－７３１１
岡 山 県 岡 山 県 農 業 会 議 ０８６－２３４－１０９３ 中 国 四 国 農 政 局 ０８６－２２４－４５１１
広 島 県 広島県農業協同組合中央会 ０８２－５５４－３７４５ 広 島 農 政 事 務 所 ０８２－２８１－２１１１
山 口 県 山 口 県 農 業 会 議 ０８３－９２３－２１０２ 山 口 農 政 事 務 所 ０８３－９２２－５２００
徳 島 県 徳 島 県 農 業 会 議 ０８８－６２１－３０５４ 徳 島 農 政 事 務 所 ０８８－６２２－６１３１
香 川 県 香 川 県 農 業 会 議 ０８７－８１２－０８１０ 香 川 農 政 事 務 所 ０８７－８３１－８１５１
愛 媛 県 愛 媛 県 農 業 会 議 ０８９－９２１－４４３８ 愛 媛 農 政 事 務 所 ０８９－９３２－１１７７
高 知 県 高 知 県 農 業 会 議 ０８８－８２４－８５５５ 高 知 農 政 事 務 所 ０８８－８７５－２１５１
福 岡 県 （財）福岡県農業振興推進機構 ０９２－７１６－８３５５ 福 岡 農 政 事 務 所 ０９２－２８１－８２６１
佐 賀 県 佐 賀 県 農 業 会 議 ０９５２－２３－７０５７ 佐 賀 農 政 事 務 所 ０９５２－２３－３１３１
長 崎 県 長 崎 県 農 業 会 議 ０９５－８２２－９６４７ 長 崎 農 政 事 務 所 ０９５－８２２－３２９１
熊 本 県 熊 本 県 農 業 会 議 ０９６－３８４－３３３３ 九 州 農 政 局 ０９６－３５３－３５６１
大 分 県 大 分 県 農 業 会 議 ０９７－５３２－４３８５ 大 分 農 政 事 務 所 ０９７－５３２－６１３１
宮 崎 県 宮 崎 県 農 業 会 議 ０９８５－２９－６３３３ 宮 崎 農 政 事 務 所 ０９８５－２２－３１８１
鹿 児 島 県 鹿 児 島 県 農 業 会 議 ０９９－２８６－５８１５ 鹿 児 島 農 政 事 務 所 ０９９－２２２－０１２１
沖 縄 県 沖 縄 県 農 業 会 議 ０９８－８６７－７３８５ 沖 縄 総 合 事 務 局 ０９８－８６６－００３１

農林水産省経営政策課 電話 ０３－３５０２－８１１１（代表）

全国担い手育成総合支援協議会 〔事務局〕 全国農業会議所 電話 ０３－５２５１－３９０６（直通）
〃 〔事務局〕 全国農業協同組合中央会 電話 ０３－３２４５－７５５５（直通）


